
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 

山  口  県

令和７年度（２０２５年度） 

山口県食品衛生監視指導計画の実施状況 
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令和７年度（２０２５年度）山口県食品衛生監視指導計画の実施状況 

 

１ 監視指導の実施状況 

（１）監視指導実績 

     令和７年度（２０２５年度）山口県食品衛生監視指導計画に基づいて行った監視件数に

ついては、別表のとおりである。 

   年間の総監視件数は５，５５６件であり、標準監視件数（１１，１０９件）に対する達

成率は５０.０％であった。 

（２）監視指導における特記事項 

 ア 重点監視事項として、「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の監視・啓発強化」、「食品

等事業者が講じている措置の点検・確認」及び「食中毒予防対策の強化」を設定し、

成分規格、製造基準、施設基準等の遵守の徹底と食品表示の適正化を指導した。 

  イ  食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を適切に実施できるよう、新たにＨＡ

ＣＣＰ指導チームを編成し、実践的できめ細かい指導・助言を行った。 

 ウ 調理従事者からの食品汚染によるノロウイルス食中毒、生や加熱不十分な食肉類の

提供による食中毒を予防するため、食品等事業者に予防対策を指導するとともに、県

民に対して適切な予防方法等を啓発した。 

  

（３）一斉監視指導、点検等の実施状況 

  ア みやげ品（食品）の表示一斉点検 

 県内で製造又は販売されているみやげ品（食品）について、表示基準の遵守状況を

調査し、違反品の排除を行った。 

  実施期間：令和７年４月１日～５月３０日 

立入施設数 不適正表示発見施設数 点検品目数 不適正表示品目 

５３施設 ２２施設 ５,００２品目 ９９品目 

  

  イ 給食施設の一斉点検 

 学校、社会福祉施設、病院等における大規模な集団食中毒の発生を未然に防止する

ため、集団給食施設の一斉点検を実施し、「大量調理施設衛生管理マニュアル」等に

基づいて指導した。 

 また、ノロウイルス食中毒の発生防止対策及び異物混入対策を重点指導事項とし、

従事者の健康管理の徹底等を指導した。 

  実施期間：令和７年５月１日～１１月２８日 

点検施設数 主な指導内容 

２６４施設 

・汚染作業区域、非汚染作業区域の明確な区別 

・加熱調理食品の十分な加熱 

・調理従事者の健康状態の点検及び記録 等 
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 ウ 夏期食品一斉監視指導 

 食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用、食品及び添加物の適正な表示等につ 

いて食品等事業者に対する監視指導を実施し、夏期における食中毒の発生防止及び食 

品衛生の向上を図った。 

    実施期間：令和７年７月１日～８月２９日 

 立入施設数 不適施設数 主な不適事項（延べ施設数） 

食品衛生 

関係 
８９７施設 ２３３施設 

・施設、設備        １２７施設 

・食品の取扱い等     １１７施設 

食品表示 

関係 
１１２施設 ５７施設 

・衛生事項         ２４施設 

・品質事項         ２７施設 

    

  エ フグ処理施設等一斉監視指導 

  山口県の特産であるフグによる食中毒の発生を未然に防止するために、ふぐが多量

に流通消費されるシーズンに、ふぐ取扱施設に立ち入り、ふぐの適正な取扱いや適正

表示等について指導した。 

  実施期間：令和７年１０月１日～令和８年２月２７日 

立入施設数 不適施設数 主な不適事項 

１６７施設  ５施設 
・ふぐの取扱い等について 

・ふぐ加工品等の表示について 

 

  オ 食品、添加物等の年末一斉監視指導 

 食品の衛生的な取扱い、添加物の適正な使用、食品及び添加物の適正な表示等につ

いて、食品等事業者に対する監視指導を実施し、年末年始における食中毒の発生防止

を図った。 

  実施期間：令和７年１２月１日～１２月２６日 

 立入施設数 不適施設数 主な不適事項 （延べ施設数） 

食品衛生 

関係 
  ４２２施設   ８７施設 

・施設、設備      ５８施設 

・食品の取扱い等    ３４施設 

食品表示 

関係 
  １１６施設    １９施設 

・衛生事項       １０施設 

・品質事項       ７施設 

 

カ ＨＡＣＣＰ指導強化期間 

 ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の適切な実施の定着を図るため、食品等事業者に対す

る実践的できめ細かい監視指導を行った。 

  実施期間：令和７年４月４日～９月３０日 

点検施設数 主な指導内容 

１３１施設 
・衛生管理計画の作成及び適切な実施について 

・実施状況の記録及び保存、効果の検証等について 
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２ 食品等の収去検査結果 

（１）保健所で実施した検査 

 県内で生産、製造、加工された食品及び県内で流通している食品を対象に、食品の成

分規格や表示基準等について検査を実施した。 

  保健所での検査検体数は、５７７件であり、検査計画数５８０件に対する達成率は９

９．５％であった。 

  指導基準不適合の食品については、基準に適合するよう必要な措置を指導した。 

検体の種類 検体数 
規格基準 

違反 

表示基準 

違反 

旧指導基準 

不適合 

魚介類 ４０    

冷凍食品 ９    

魚介類加工品 １５    

肉卵類及びその加工品 ８    

乳、乳製品 ３    

アイスクリーム類・氷菓 ２１    

穀類及びその加工品 ２７   １ 

野菜類・果物及びその加工品 ４８  ２  

菓子類 ６８   ７ 

清涼飲料水 １０    

氷雪 １    

弁当・そう菜類 ２６７   １ 

輸入食品 ６０    

合  計 ５７７  ２ ９ 

 

ア 輸入食品の検査（再掲） 

   菓子類及び野菜・果物加工品について、食品衛生法に基づく添加物の使用基準に適

合しているか検査を行った。 

検体の種類 検体数 使用基準違反 表示基準違反 

菓子類 ４０   

野菜・果物加工品 ２０   

合  計 ６０ ０ ０ 

 

（２）環境保健センターで実施した検査 

  ア 畜水産食品中の残留有害物質モニタリング検査 

  県内で流通している畜水産食品中の抗生物質、合成抗菌剤及び寄生虫駆除剤（計38

種）の残留実態を把握するとともに、違反品を排除するため検査を行った。 
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検体の種類 検体数 不適検体数 

牛肉 ６  

鶏肉 ６  

養殖魚介類 ６  

ハチミツ ７  

鶏卵 ７  

合  計 ３２ ０ 

   

イ 食品中の農薬残留実態調査 

  食品中の残留農薬基準（ポジティブリスト制度）を踏まえ、農薬の使用実態を勘案

した検査項目を設定し、県内で流通している農産物について、殺虫剤、除草剤などの

農薬が、食品衛生法で定められている残留基準に適合しているか検査を行った。 

検体の種類 検体数 不適検体数 検査項目数 

野菜 ５０ ０ ２０６ 

   

ウ アレルギー物質を含む食品の検査 

   表示基準違反の食品を排除するため、表示義務のある特定原材料について検査を行

った。 

検体の種類 検体数 表示基準違反 

菓子類 ３  

魚介類加工品 ４  

その他食品 ４  

合  計 １１ ０ 
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３ 衛生講習会の開催状況 

 食中毒予防の知識の習得、食品衛生の普及・啓発等を目的とし、食品等事業者、集団給

食施設従事者、一般消費者等を対象に衛生講習会を開催した。 

対  象  等 開催回数 受講人数 

許可業態 

飲食店営業 ７ １６９ 

アイスクリーム類製造業 ２ ４１ 

乳処理業 ２ ２１ 

食品衛生指導員 ９ １３９ 

許可更新講習会 ３５ ９８９ 

食品衛生責任者講習会 ４６ １９４４ 

その他 １０ ２９４ 

非許可業態 
集団給食施設 １９ ４６１ 

その他 ９ １３３ 

一般消費者 １２ ３１５ 

その他 ３２ ４９０ 

合  計 １８３ ４９９６ 
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2
 

3 
1
 

6
 

 
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
 

（
A
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

 
 

4
 

 
 

4 
 

 
3
 

そ
う
ざ
い
製
造
業
（

A
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

）
 

そ
う
ざ
い
製
造
業
（

A
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

）
 

7
4 

2
2
4
 

7
4
 

2
2
4 

1
1
 

1
0
4 

小
計
（
Ｂ
ラ
ン
ク
）

 
3
,
5
3
4 

3
,
5
3
4 

1
,
4
5
1 

Ｃ
ラ
ン
ク

 

(１
回
/２

年
) 

飲
食
店
営
業
 

（
大
量
調
理

し
な
い

施
設
で

、
B
及
び

D
に
該

当
す
る
も
の

を
除
く

）
 
飲
食
店
営
業
 

（
大
量
調
理

し
な
い

施
設
で

、
B
及
び

D
に
該

当
す
る
も
の

を
除
く

）
 

2,
3
6
1 

4
,
0
7
7 

1
,
1
8
0
.
5 

2
,
0
3
8
.
5 

1
8
8
 

1
,
4
3
8 

あ
ん
類
製
造
業
（
B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

菓
子
製
造
業
 

（
あ
ん
類
の
み
を
製
造
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
Bに

該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

1 
5
 

0
.
5 

2
.
5 

 
 

3
 

食
肉
販
売
業
（
「
包
装
食
肉
」
を
除
く
）
 

食
肉
販
売
業
 

（
包
装
食
肉
の
み
を
取
り
扱
う
施
設
を
除
く
）

 
1
5
4 

1
9
9
 

7
7
 

9
9
.
5 

3
6
 

1
3
4 

魚
介
類
競
り
売
り
営
業
 

魚
介
類
競
り
売
り
営
業
 

9 
1
2
 

4
.
5 

6 
2
 

1
5 

 
そ
の
他
（
冷
凍
冷
蔵
倉
庫
業
）
 

 
 

9
 

 
 

4
.
5 

 
 

4
 



-
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ラ
ン
ク

 
標
準
監
視

 

回
数

 

対
象
業
種
（
対
象
要
件
）

 
対
象
施
設
数
 

標
準
監
視

 
件
数
（
年
間
）

 
監
視
件
数
 

令
和

3
年

6
月
改
正
法
施
行
前
（
旧
法
）

 
令
和

3
年

6
月
改
正
法
施
行
後
（
新
法
）

 
旧
法
 

新
法
 

旧
法
 

新
法
 

旧
法
 

新
法
 

Ｃ
ラ
ン
ク

 

(1
回

/2
年
) 

清
涼
飲
料
水
製
造
業
 

(B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
)
 

清
涼
飲
料
水
製
造
業
 

(B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
)
 

8 
2
1
 

4
 

1
0
.
5 

 
1
0 

マ
ー
ガ
リ
ン
又
は
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ
製
造
業
 

食
用
油
脂
製
造
業
（

B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
 

 

み
そ
製
造
業
 

（
B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

み
そ
又
は
し
ょ
う
ゆ
製
造
業

 
（

B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）

 
2
2 

4
5
 

1
1
 

2
2
.
5 

5
 

2
4 

し
ょ
う
ゆ
製
造
業
 

（
B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

 
8 

 
 

4
 

 
 

3
 

 
 

ソ
ー
ス
類
製
造
業
 

（
B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

密
封
包
装
食
品
製
造
業

 
（
ソ
ー
ス
類
を
製
造
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
B
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
）

 

 
4
 

 
2 

 
 

1
 

酒
類
製
造
業
 

酒
類
製
造
業

 
1
7 

2
6
 

8
.
5 

1
3 

4
 

1
7 

豆
腐
製
造
業
（
B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

豆
腐
製
造
業
（

B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）

 
7 

1
9
 

3
.
5 

9
.
5 

 
5
 

麺
類
製
造
業
（
B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

麺
類
製
造
業
（

B
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）

 
1
3 

1
9
 

6
.
5 

9
.
5 

3
 

7
 

缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造
業
 

（
食
品
が
広
域
流
通
す
る
施
設
）
 

密
封
包
装
食
品
製
造
業

 
（

ソ
ー

ス
類

以
外

の
も

の
を

製
造

す
る

施
設

で
、

食
品

が
広

域
流

通
す

る
施

設
） 

4 
2
8
 

2
 

1
4 

3
 

1
3 

添
加
物
製
造
業
 

（
許
可
営
業
に
該
当
す
る
施
設
）
 

添
加
物
製
造
業

 
（
許
可
営
業
に
該
当
す
る
施
設
）

 
8 

6
 

4
 

3 
 

2
 

 

 
漬
物
製
造
業
 

 
 

2
7
1
 

 
 

1
3
5
.
5 

 
 

3
3 

 
液
卵
製
造
業
（
食
品
が
広
域
流
通
す
る
施
設
）
 

 
 

1
 

 
 

0
.
5 

 
 

 
 

 
食
品
の
小
分
け
業
 

（
食
品
が
広
域
流
通
す
る
施
設
）
 

 
 

1
6
 

 
 

8 
 

 
5
 

 
水
産
製
品
製
造
業
 

（
A
及

び
B
に

該
当

す
る

も
の

を
除

く
、

食
品

が
広

域
流

通
す

る
施

設
） 

 
 

3
6
 

 
 

1
8 

 
 

1
2 

 

（
食
品
）
製
造
・
加
工
業

 
（
許
可
営
業
に
該
当
し
な
い
施
設
で
、
食
品
が

広
域
流
通
す
る
施
設
、
生
食
用
野
菜
・
果
物
加
工

施
設
）

 

 
 

3
7
1
 

 
 

1
8
5
.
5 

 
 

4
5 

H
A
C
CP

に
基
づ
く
衛
生
管
理
の
実
施
に
係
る
民

間
認
証
を
受
け
て
い
る
施
設

 
（
A
及
び

B
に
該
当
す
る
施
設
）

 

H
A
C
CP

に
基
づ
く
衛
生
管
理
の
実
施
に
係
る
民

間
認
証
を
受
け
て
い
る
施
設

 
（

A
及
び

B
に
該
当
す
る
施
設
）

 
4 

7
 

2
 

3
.
5 

2
 

4
 

小
計
（
Ｃ
ラ
ン
ク
）

 
7
,
7
8
8 

3
,
8
9
4 

2
,
0
1
9 
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ラ
ン
ク

 
標
準
監
視

 
回
数

 

対
象
業
種
（
対
象
要
件
）

 
対
象
施
設
数

 
標
準
監
視

 
件
数
（
年
間
）

 
監
視
件
数

 

令
和

3
年

6
月
改
正
法
施
行
前
（
旧
法
）

 
令
和

3
年

6
月
改
正
法
施
行
後
（
新
法
）

 
旧
法

 
新
法

 
旧
法

 
新
法

 
旧
法

 
新
法

 

Ｄ
ラ
ン
ク

 

(１
回

/３
年

) 

飲
食
店
営
業

 
（
一
般
食
堂
（
い
わ
ゆ
る
ス
ナ
ッ
ク
等
）
、
主
と

し
て
喫
茶
、
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、

 
自
動
車
等
移
動
営
業
、
自
動
販
売
機
、
そ
の
他
）
 

飲
食
店
営
業

 
（
い
わ
ゆ
る
ス
ナ
ッ
ク
、
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、

喫
茶
店
、
自
動
車
等
移
動
営
業
）

 
8
6
9 

2
,
1
5
5 

2
8
9
.
7 

7
1
8
.
3 

1
1
6
 

6
0
3 

喫
茶
店
営
業

 
（
自
動
販
売
機
を
除
く
）

 
 

4
0 

 
 

1
3
.
3 

 
 

2
 

 
 
 

 
調
理
の
機
能
を
有
す
る
自
動
販
売
機
 

（
許
可
営
業
に
該
当
す
る
施
設
）
 

 
 

1
2
5
 

 
 

4
1
.
7 

 
 

1
2 

菓
子
製
造
業
 

（
「
回

転
焼

き
」

、
「

仮
設

営
業

」
、

「
自

動
車

に
よ
る

営
業

」
に

限
る

） 

菓
子
製
造
業
 

（
簡
易
な
製
造
、
仮
設
営
業
、
自
動
車
に
よ
る
営

業
に
限
る
）

 
6
7 

1
4
 

2
2
.
3 

4
.
7 

2
2
 

1
3 

 
乳
類
販
売
業
 

 
 

1
,
2
9
6 

 
 

4
3
2 

 
 

9
7 

魚
介
類
販
売
業
 

（
自
動
車
に
よ
る
営
業
に
限
る
）

 
魚
介
類
販
売
業
 

（
自
動
車
に
よ
る
営
業
に
限
る
）

 
2
6 

3
1
 

8
.
7 

1
0
.
3 

1
 

9
 

 
魚
介
類
販
売
業
 

（
包

装
魚
介

類
の
み

を
取
り

扱
う

施
設

に
限
る

）
 

 
 

4
8
7
 

 
 

1
6
2
.
3 

 
 

8
3 

 
食
肉
販
売
業
 

（
包
装
食
肉
の
み
を
取
り
扱
う
施
設
）
 

 
 

6
4
0
 

 
 

2
1
3
.
3 

 
 

8
9 

氷
雪
製
造
業
 

氷
雪
製
造
業
 

4 
6
 

1
.
3 

2 
2
 

1
4 

缶
詰
又
は
瓶
詰
食
品
製
造
業
 

（
C
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

密
封
包
装
食
品
製
造
業
 

（
ソ

ー
ス

類
以

外
の

も
の

を
製

造
す

る
施

設
で
、

C
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）

 
1
2 

9
2
 

4
 

3
0
.
7 

 
1
9 

 
液
卵
製
造
業
（
C
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

 
 

 
 

 
 

 
食
品
の
小
分
け
業
 

（
C
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
）
 

 
 

1
9
 

 
 

6
.
3 

 
 

6
 

 
水
産
製
品
製
造
業
 

（
A、

B
、
C
に
該
当
す
る
の
も
の
を
除
く
）
 

 
 

1
3
2
 

 
 

4
4 

 
 

2
8 

 
食
品
製
造
業
 

（
許
可
営
業
に
該
当
し
な
い
施
設
）
 

 
 

5
6
9
 

 
 

1
8
9
.
7 

 
 

4
5 

 
行
商
（
魚
介
類
行
商
）
 

 
 

2
1
 

 
 

7 
 

 
 
 

小
計
（
Ｄ
ラ
ン
ク
）

 
6
,
6
0
5 

2
,
2
0
1
.
7 

1
,
1
6
1 
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ラ
ン
ク

 
標
準
監
視

 
回
数

 

対
象
業
種
（
対
象
要
件
）

 
対
象
施
設
数

 
標
準
監
視

 
件
数
（
年
間
）

 
監
視
件
数

 

令
和

3
年

6
月
改
正
法
施
行
前
（
旧
法
）

 
令
和

3
年

6
月
改
正
法
施
行
後
（
新
法
）

 
旧
法

 
新
法

 
旧
法

 
新
法

 
旧
法

 
新
法

 

Ｅ
ラ
ン
ク

 

(1
回
/6

年
) 

喫
茶
店
営
業
（
自
動
販
売
機
）
 

 
2
3
3 

 
 

3
8
.
8 

 
 

1
 

 
 

 
（
食
品
）
販
売
業
（
許
可
営
業
及
び

D
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。）

 
 

 
3
,
0
4
9 

 
 

5
0
8
.
2 

 
 

5
6
8 

 
行
商
（
魚
介
類
行
商
を
除
く
）
 

 
 

2
2
 

 
 

3
.
7 

 
 

1
 
 

 
器
具
、
容
器
包
装
の
製
造
・
加
工
業
 

 
 

1
7
 

 
 

2
.
8 

 
 

 

 
そ
の
他
（
冷
凍
冷
蔵
倉
庫
業
を
除
く
）
 

 
 

1
3
 

 
 

2
.
2 

 
 

 
 

小
計
（
Ｅ
ラ
ン
ク
）

 
3
,
3
3
4 

5
5
5
.
7 

5
7
0 

集
団
給
食
施
設
（
１
回

/
年
）

 
6
9
2
 

6
9
2 

2
1
3 

合
計
（
Ａ
～
Ｅ
ラ
ン
ク
、
集
団
給
食
施
設
）

 
2
2
,
0
6
9 

1
1
,
1
0
9
.
3 

5
,
5
5
6 


